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準年度として３割程度削減することを目標とし

ています。 
このため、県では、事業者の自主的取組を促

進することを目的に、事業者による削減取組の

公表制度を盛り込んだ本県独自の「千葉県揮発

性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取

組の促進に関する条例（ 条例）」を 年４月

から施行しています。事業者から提出された

年度自主的取組計画書によると 年度の 排

出量は、基準年度（ 年度）に比べ６割程度削

減される見込みです。 
（オ）粉じん

一般粉じんの規制は、一般粉じん発生施設（堆

積場、コンベア、ふるい等）の種類ごとに、構造、

使用及び管理の基準を定めて行われています。 
 

イ 企業指導

（ア）窒素酸化物対策に係る指導

本県では、昭和 年４月に窒素酸化物に係る

諸施策の行政目標として「二酸化窒素に係る千

葉県環境目標値」を定めています。この目標値

を達成するため、昭和 年３月には千葉市以南

の臨海部に立地する主要企業と「公害の防止に

関する細目協定」の改定を、昭和 年３月には

東葛、葛南地域に立地するガラス製造工場と「窒

素酸化物対策に関する覚書」の締結を行うとと

もに、昭和 年４月からは、「千葉県窒素酸化

物対策指導要綱」に基づき、野田市から富津市

に至る 市で協定及び覚書の対象とならない一

定規模以上の工場・事業場について、排出量の

削減を内容とする総量規制方式により企業指導

の強化を図っています。さらに、４年４月から

は「千葉県発電ボイラー及びガスタービン等に

係る窒素酸化物対策指導要綱」に基づき、県内

の工場・事業場に設置されるガスタービン、デ

ィーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関に係

る窒素酸化物の排出抑制を指導しています。 
（イ）ＶＯＣ対策に係る指導

条例に基づく「自主的取組の促進に関する

指針」により、屋外タンクの構造改善や塗装施

設への 処理装置など排出削減対策を指導し

ています。 
また、事業者による排出抑制に関する自主的取

組を支援するため、中小企業の事業所を対象に、

「 対策アドバイス制度」を設けています。 
（ウ）環境保全協定（旧公害防止協定）に基づく

指導

千葉臨海地域の主要工場と県・関係市とで締

結している環境保全協定により、協定工場に対

して、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんにつ

いて総量規制方式による排出量の削減のほか、

炭化水素の排出抑制、粉じん対策の実施等を指

導しています。 
また、工場が生産施設や公害防止施設を新設、

増設又は変更する場合は、その計画内容を事前

に県及び地元市と協議しています。 
（エ）工場立地等各種開発行為の事前審査による指導

工場・事業場が県及びその関係機関の造成し

た工場団地等に進出する場合は、県は計画内容

を事前に審査し、環境保全のための必要な対策

を講じるよう指導しています。 

ウ 立入検査

「大気汚染防止法」に基づく規制基準及び環

境保全協定値の遵守状況等を確認するため、随

時、工場・事業場の立入検査（調査）を実施し、

必要に応じ、適切な改善措置を講じるよう指導

しています。 
なお、地方自治法に基づく指定都市である千

葉市並びに中核市である船橋市及び柏市内の工

場・事業場及び大気汚染防止法に基づく政令市

（市川市、松戸市及び市原市）内の事業場につ

いては、各市が立入検査を実施しています。 
県が所管するばい煙発生施設で立入検査を実

施し、結果に応じた措置を講じました。 
（図表 及び図表 ）
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エ 冬期対策

二酸化窒素に係る県環境目標値の早期達成を

図るため、昭和 年度から、高濃度の発生しや

すい冬期に、工場・事業場に対し窒素酸化物の

排出抑制等の対策を要請するとともに、４年度

からは、自動車の使用抑制等を呼びかけていま

す。 
 

（２）自動車排出ガス対策の推進

ア 計画の策定

県、市町村、関係機関・団体や県民が、自動車

環境問題についての基本認識を共有し、協働して

対策を進めるための方向性を示す「千葉県自動車

環境対策に係る基本方針」（ 年３月策定）、及

び「自動車 ・ 法」に基づく対策地域につい

て、 年度までに二酸化窒素及び浮遊粒子状物

質に係る大気環境基準を確保することを目標と

する「第２期 ・ 総量削減計画」（ 年３月

策定）に基づき、県では、関係機関と連携した自

動車環境対策を推進しています。

―132―



生
活
環
境

イ 自動車単体規制の強化

自動車排出ガスの規制は、国において「大気汚染

防止法」及び「道路運送車両法」により一酸化炭素、

炭化水素、窒素酸化物（ＮＯｘ）、粒子状物質（Ｐ

Ｍ）及びディーゼル黒煙について実施されており、

逐次強化が図られてきました。 
自動車排出ガスの規制の対象となっている物質

のうち、ＮＯｘについては、ガソリン・ＬＰＧ乗

用車は「新長期規制」（ 年規制）により昭和

年規制時に比べ 低減されています。また、ディ

ーゼルトラック・バスのうちＮＯｘ等の排出量の

多い直接噴射式の重量車については、昭和 年規

制時に比べ、 年 月から実施された「ポスト新

長期規制」では、 低減されました。（図表 ）

ディーゼル車のＰＭについては、５年から６年

にかけて初めて排出ガスの基準が定められた短期

規制に比べ、「ポスト新長期規制」のディーゼル重

量車では、 低減されました。（図表 ）

ウ 条例によるディーゼル自動車排出ガス対策

国は、ディーゼル自動車に起因する大気汚染対策

を推進するため、 年６月に「自動車 ｘ法」を

改正し、粒子状物質（ ）を規制項目に加え、併せ

て規制基準強化を行いましたが、法対策地域外から

流入する車両に対する規制は行いませんでした。 
そのため、首都圏の１都３県では、ディーゼル

車排出ガス対策を効果的に促進するため、条例に

基づく粒子状物質の排出基準を設定し、この排出

基準を満たさない車両の都県域における運行を規

制する条例を制定することとし、本県においても

年３月に、運行規制と燃料規制を柱とする「デ

ィーゼル条例」を制定しました。（図表 、 ） 
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